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⽣物多様性保全推進⽀援事業（交付⾦）

活⽤事例

間接交付事業（交付率1/2、定額）

•「地域⽣物多様性増進法（令和７年施⾏）」「⽣物多様性国家戦略2023-2030
（令和5年閣議決定）」において、地⽅公共団体や事業者、⺠間団体、地域住⺠
等の多様な主体の連携・協働による活動の促進が必要とされている。
•関係法令に基づく保護地域や指定種に係る取組、法定計画の策定とそれに基づく
取組等、国としても促進すべき下記事業を地域が⾏う場合に⽀援する。

① ⽣物多様性増進活動の基盤整備（交付率1/2、原則2年）
② ⽣物多様性増進活動の実施強化（定額:上限150万円 等、原則2年）
③ 重要地域の保全・再⽣（交付率1/2、原則2年）
④ 動植物園等による⽣息域外保全（定額:上限200万円、原則３年）
⑤ 国内希少種の⽣息環境改善（定額:上限150万円 等、原則3年）
⑥ 重要⾥地⾥⼭等における社会経済的課題と環境的課題を統合的に解決しよう

とする活動（交付率1/2、原則２年）

2030年ネイチャーポジティブ達成に向けて、地域における⽣物多様性の保全・再⽣に資する取組を⽀援します

⾮営利団体、地⽅公共団体、⺠間事業者 等

平成20年度〜

環境省⾃然環境局⾃然環境計画課地域ネイチャーポジティブ推進室 電話︓03-5521-8343

■交付対象

事例１ きょうと⽣物多様性センター推進事業
（R6〜R7）（京都府・京都市）

⽣物多様性の情報収集・利活⽤・継承の拠点として
各主体間における連携・協⼒のあっせん、必要な情報
の提供や助⾔を実施。

事例２ ﾌｻﾋｹﾞﾙﾘｶﾐｷﾘの住み続ける草原の⽣息環境保全
（H30〜R2）（岡⼭県真庭市）

⽇本固有種で⽣息地が極めて限られる
草原性の希少昆⾍「ﾌｻﾋｹﾞﾙﾘｶﾐｷﾘ」の
⽣息環境維持・改善（⽕⼊れ等）。

事例３ 三井楽ふるさと景観の椿林･円畑･スケアン再
⽣で地産品ブランド化事業（R３〜R５）
（⻑崎県五島市）

放棄された円畑（まるはた）、椿林等を再⽣し、⽣物多様
性の復元と併せて円畑で栽培したサツマイモをカンコロ餅
及び周辺椿林からの椿油を「五島の円畑」としてブランド化。

① 「昆明・モントリオール⽣物多様性枠組」で盛り込まれたネイチャーポジティブや30by30等の新たな世界⽬標の確
実な達成と各地域での世界⽬標達成の具体的な指針となる⽣物多様性地域戦略で設定された⽬標達成が必要である。

② 地域における⽣物多様性の保全・再⽣に資する活動を⽀援し、国⼟全体の⽣物多様性の保全・再⽣を推進する。ま
た各地域の取組を⽀援だけでなく、⾃⽴化を促進する。

【令和８年度予算（案）165百万円（ 174百万円）】



事業期間交付率・交付額交付対象事業者交付対象となる事業内容事業メニュー
原則２年以内
(最⻑3年)

事業費の１/２以内① 地⽅公共団体、NPO法⼈、法⼈格を有
する⺠間団体(企業や⼤学等含む)、法
⼈格を有しない団体で⾃然環境局⻑が
特に必要と認める者等

② ⽀援センターの設置者/管理者⼜は設置
を予定している地⽅公共団体

① 増進活動実施計画及び連携増進活動実
施計画の作成等の取組

② 地域⽣物多様性増進活動⽀援センターの
設置⼜は運営に係る体制構築並びに同セン
ターが実施する取組

⽣物多様性増進活
動基盤整備

(１)

原則２年以内定額
１件あたり150万円まで
※ ⽣物多様性維持協定を締結
している場合は上限250万円

地域⽣物多様性増進法に基づく増進活動
実施計画⼜は連携増進活動実施計画の活
動主体及びこれに類する者

増進活動実施計画及び連携増進活動実施計
画の計画区域⼜は⾃然共⽣サイトにおける管理
⼿法の改善や⽣物調査等の活動内容の向上の
ための取組

⽣物多様性増進活
動実施強化

(２)

原則２年以内
(最⻑3年)

事業費の１/２以内地域⽣物多様性協議会（地⽅公共団体等
とその他の主体で構成）

国⽴公園、国定公園、⾃然環境保全地域、国
指定⿃獣保護区、ラムサール条約湿地、世界
⾃然遺産、ユネスコBR、⾃然再⽣事業実施計
画区域内における⽣息環境の保全再⽣のため
の事業（令和６年度までに採択された継続事
業のうち、⾃然共⽣サイト内における事業を含
む）

重要⽣物多様性保
護地域等保全再⽣

(３)

原則３年以内定額
１種あたり200万円まで

動物園、植物園、⽔族館、昆⾍館⼜はこれ
らに類する施設の、法⼈格を有する設置者・
管理者

国内希少野⽣動植物種を対象とした、種の保
存に資する飼育・繁殖・野⽣復帰の取組

国内希少野⽣動植
物種⽣息域外保全

(４)

原則３年以内定額
１件につき150万円まで
※ 保全計画策定を含む場合は
初年度に限り上限250万円

地⽅公共団体、NPO法⼈、法⼈格を有する
⺠間団体(企業や⼤学等含む)、法⼈格を有
しない団体で⾃然環境局⻑が特に必要と認
める者等

国内希少野⽣動植物種を対象とした⽣息環境
改善のほか、これに付随する分布状況調査・保
全計画策定等の取組

国内希少野⽣動植
物種⽣息域内保全

(５)

原則２年以内
(最⻑３年)

事業費の１/２以内
※ 令和６年度までに採択された
継続事業のうち、他のモデルケー
スになるものに限り3/4以内

⾥⼭未来拠点協議会（地⽅公共団体等と
その他の主体で構成）

重要⾥地⾥⼭、都道府県⽴⾃然公園、都道
府県指定⿃獣保護区、⾃然共⽣サイト、⽣物
多様性増進活動計画区域等の⽣物多様性保
全上重要な地域における環境的課題と社会経
済的課題を統合的に解決しようとする活動

⾥⼭未来拠点形成
⽀援

(６)

⽣物多様性保全推進⽀援事業（交付⾦）事業メニュー

※ 詳細な事業概要、交付要綱、実施要領、Q＆A、採択実績等は下記のウェブサイトからご覧いただけます。
https://www.env.go.jp/nature/biodic/hozen/index.html

地域における⽣物多様性の保全再⽣に資する活動等（ソフト事業）に対し、必要な経費の⼀部を交付。概要


